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h が，統計収集あるいは作製にあたって大いに役立っ 

たであろうことは容易に想像できる。それは同時に, 

彼の統計を利用しやすく，信頼性の高いもめとしてい 

る。

’ 数多くの統計のうち，例えばホ一ムステッド法に関 

寸るものは童要である。そこには，18 6 3年から 1880 

年に至る間の，取得申請件数と取得完了件数が州毎に 

示されている（pp. 351-舰 ) 。1 9 6 2年，連邦土地管理局 

•は，ホームステッド法百年祭を記念し， 1册8 年から 

1 9 6 1年に至るまでの統計集を出版したが， それに収 

められているのは取得完了件数のみである。ホームス 

テッド法の果した役割を知ろうとする研究者にとって, 

ドナルドスンの統計と，百年祭記念の統計のいずれが 

大切であるかはI 、うまでもなI 、》連邦土地管理局のそ 

れは，年数こそ長いが，取得中請者中のどの程度が成 

功あるいは奂敗したかを明らかにし得ぬ点で，いかに 

.もお役所的な統計である。 ，

他に，研究上，貴重な統計をひろってゆけば，まず 

地方土地局の場所と開設閉鎖の時期を示したものがあ 

げられる（PP. 1 7 3 -1 7 7 ),測量に関しては，その進行状 

祝を示すものはないが，州別の測量地区についての表 

があ る （!>. 195)。 公有地処分に関しては，それぞれの 

法律ごとに一応の要約があるが，鉄道への付与に関す 

る詳細な表が目立つ（PP. 269_287)。また，市街地につ 

いての統計も珍らしいものであり，市街地投機の状態 

を如実に示しているといえよう（pp. 300-305)。外国政 

，府による土地付与に関しては十分な統計はな^ 、が，こ 

の部分は豊富な実例を含み， 史料的価値が高い（PP. 

365-410)。

以上， 『公有地史』のいわば正篇の部分についての 

.み記したが，これはドナルドスンの_ 物の最初の姿を, 

.あくまでも歴史書として評価すべきであると考えるか 

らに他ならない。 もちろん，彼は琪門的な歴史家では 

力:いし，本書を純粋に学問的な著作とすることはでき 

-ない。しかし，この-書物は，ある意味では，フォード 

(A. C. F o r d ) ,トリート（P. J .  T r e a t ) ,ヒバード（B. H. 

：Hibbard)等による公有地史研究の先駆とも呼び得るわ 

けであり，とくに最初の部分は，そのように取り扱わ 

.れてよい。流亦しているのが1 8 8 4年版であり， リプ 

リントされたのがやはり1884年版であるため，『公有 

:地史4 といえば， 1 3 0 0頁にのほ’るスクラップブック 

•という印象が強V、と思われるので，とくに上記の点を 

颂調しておきたい：

ところで, 5 1 7 頁以降は無意味な付けたりかといえ
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ば， 決しでそうではない。 ドナルドスンの『公有地 

史j を r公有地史j たらしめているのは，まさにこの 

増補の部分であると考える人もいるに違いない。とり 

わけ，この書物を研究書としてではなく史料として重 

視する場合には，この付録の部分が大切になってくる。 

さらに公有地制度改革論者としてのドナルドスンは， 

実にこの部分に入ってから，その真の姿を現わすので 

ある。公有地調査委員会設置前後の事情については，

リプリント版につけられたゲイツ教授の序文に詳しい 

ので，それに譲るが， ドナルドスンが,同じ委員のパ 

ゥヱル（John W. Powell) と同様な改革論者であったこ 

とは記しておく必毁があろう。

ドナルドスンの菡本的姿勢は「現行土地法改正の必 

要性J と題する部分(pp. 533-551) に明確に示されてい 

る。1 8 8 3年 1 2 月 1 日という日付入りのこの文章は， 

増補部分の冒頭に近く，いわば正篇の序論への付論と 

してつけられているが，芷篇の第1 章では，ほのかに 

示唆されたにすぎぬ彼の見解が，正面切って打ち出さ. 

れているといってよい。 r公有地は人民の所有物であ 

り，財產である。今日までの政策は，主に，時代の要 

求と必要に応じて，わが国民及び外国栘民に，種々の 

法の下で公有地を她分してきた。時として好ましから 

ぬ法律がまぎれこんだことも否定できない。われわれ 

国民は，公有地の適正かつ公平な分配に関心を抱いて 

いる。個人の家こそは最も必要なものであり，そのた 

めに•公有地は保たれねばならない。永年の経験の後， 

1 6 0 エ一ヵ一が，個人の家として適切な処分単泣であ 

ることが定まった。…‘‘現在わが国にとって最も大切 

なことは，今後たとえ1 エー力一といえども，公有地 

を现金あるいは土地証券類で売却してはならぬという 

ことである。かかる売却を許しているあらゆる法律は 

撤廃さるべきであり，証券類は現金で償還さるべきで 

ぁる。」 (p. 533) ! ,

ここにU 用した文章における主張を支えることが， - 

多分ドナルドスンめ增袖部分の本来のB 的であった。 . 

いや，丨3 的であるべきであった，とするのが正しいか 

もしれない。事 樊 1 3 0 2莨までの中には，その意阂が 

明らかに読みとれる部分も存在する。 しかし，全体と 

しての付録の印象は，雑多な資料をよせ集めたにすぎ 

ぬ，ということになづてしまう。上記弓丨用文につづく 

5 5 1 茛までの議論は，いささか首を傾げたくなるとこ 

6 もあるが，ともかく一応まとまっている。しかし， 

その後の繃簕方針は，たとえ稃在したにしても， 読 

若には全く觅当がつかない。•これは歴史書としての

—— -118(552)
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1■公有地史 j にとっては不幸なことであった。•■現行土 

地法改正の必要性」という部分を結論として，その後 

.は切り捨ててしまうべきであったに違いない。そう十 

-れば，ヒバ一ドのp公有地政策史j  (Hibbard, A History 

o f the Public Land Policies, pp. 547-570)と同様，坐彩に 

富んだ結論を持っ公有地史の一冊として，本書の評価 

:が 定 ま っ た が も し れ な い '

ただ皮肉なととは，それに続く雑多な部分が，実は 

今日の研究著にとっての宝庫であるという点であろう。 

公有地測量の実際について，鉄道への土地付与の，そ 

の後の事態について,あるいはホームステッド法の運 

用方法について， ドナルドスンの収集した資料は極め 

て多くのことを語ってくれる。この部分がなければ， 

本書リプリソトへの要求も少なかったかもしれない。

ともあれ，本書の覆刻により， ドナルドスン， トリー 

卜， ヒバード，ロビンズ，ゲイツと続く公有地史の標 

準的概説書のすべてが，わが国においても容易に入手 

し得ることとなった。 （ごく最近初版の出版されたゲイツ 

の書物を除き，すべてリプリントあり） したがって，アメ 

V 力公有地史の研究に間するかぎり，少なぐともスタ 

ート • ラインにおいては，彼我の差は存在しなくなっ 

たといって良い。その意味で，本書の出版は記念すベ 

き出来事であり，覆刻書ではあるが，あえて紹介を試 

•みた次第である。

岡 田 泰 男

池 田 信 著

『日本機械工組合成立史論』

評

は余りあるものといわねばならないが，それを恐れず 

に以下にかいつまんで内容紹介を行なうことにしたいd

本書の研究対象および目的は，機械工関係の諸組合 

の確立にいたる成立過程と，その特質の解明にある。 

そのさい，機械工が近代産業の，また近代的労働組合 

運動の中軸となる労働者であり* かっ戦前日本の労働 

連動が女子，ホワイト . カラー，鉱山労働者に浸透し 

きれず， 男子機械工傲:!:）中心にになわれたことを 

考えると，本書はたんに機械工組合の成立史であるに 

とどまらず,そのまま日本の労働組合の成立過程の解 

明にもかかわっている。

本書でし、う成立過程で力バ一される時期ば，明治の 

半ばから大正の半ばにいたる時期，すなわち同盟進エ 

組の結成された18的 （明治22) 年から，機械工による 

争議が多発し，同時にそれによる組合も簇生した1921 

年にいたる時期である。

この時期をとり扱うにあたって，本書がことさら 

「成立史論j というのは，機械工組合の確立を， 著者 

が 1 9 1 9年後半から 1 9 2 2年後半の時期，さらに厳密 

には1921年後半にもとめていることにかかわっている6 

すなわち 1 9 2 1年前後は機械工による地方的産業別組 

合 •一般労組，自主的企業別組合，あるいは官業労働 

総同盟が登場する時期である。またこの時期は，それ 

以前の自然発生的労働運動の段階から，目的意識的な 

段階である確立•発展の時加にむかう画期となり，そ 

れ以後の活動•思想のらゆる面で多彩な足跡がしる 

される時期と区別される。そのようなことから，著者 

は， 1 9 2 1年以前を機械工組合ひI 、ては日本労働組合 

の成立期と位置づけるわけである。.

近年， 日本労働運動史に関する研究は，着実に進展を 

みせているように思われる。すぐれた実証研究や理論 

研究も少なくはない。そのような状況の中で，もっと 

もすぐれた成果をあげてきた研究者6 — 人が本書の著 

者 •池田信氏であった。 かつて大前朔郎氏との共著 

ず日本労働運励史論j  (1966年）を公けにされ.今また 

.本書のような労作を公けにきれたわけである。

本書にまとめられた成染は，後学の評者にとっては, 

方法的にも，また内容•資料的にもきわめて教訓的な 

ものをふくんでいる。それだけに，節雄に紹介するに

そのように位置づけられた成立期においてとりあげ 

られる内容は，本書の構成をみれば明らかである。そ 

れによると， .

序章研 究 の 方 法 と 課 題

第一章労働組合期成会鉄工組合

第二章労使関係の再編成  ,

第三章友愛会傘下の機械工‘造船エ 

第四章大戦ブームの終了と支配管理体系の独イ匕 

第五章団体交渉権獲得岡爭と“労働者による管 

理，，

終 章 総 括  ,

119(555)
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.これらの対象にアプローチするにあたって，著者は 

次のような方法をとっている。第一に，労働組合がど 

のような構造と機能をもって労働諸条件を規制しよう 

としたか，また規制しているかと'いうことはもちろん， 

そこにとどまらず反資本主義的生産者意識にかかわる 

側面にまで論述の枠をひろげていることである。第二 

には，重工業の生成•発展の特質が機械工組合にどの 

ような影響を与えたかという側面を重視していること 

である。すなわち，機械工による活動と組織が，重工 

業の展開過程の特質，それにともなう技術の変化，労 

働力の質的 . 量的構成の変化，それらをつつみこむ労 

使関係の変化との相互関連の中で究明され锋置づけら 

れているということである、その意味では，本書は， 

労使関係•労働市場的な視点が強くうちだされ，たん 

なる運動史•組合史の枠にとどまるものではない。

しかも，そのような方法をとる場合，著者は従来ご 

く当然のごとくうけとめられてきた「職業別から產業 

別へ」という铪働組合の発展図式に安易匕侬拠するこ 

とをしない。 む し ろ 「労働者の二重の自然発生的意 

識」を尺度に，それの各段階* 各状況における展開を. 

追う形で，わが国独自の組合の行動と論理を明らかに 

しようとする。それによって，そのような労働者の意 

識を尺度にして級密に分析をすすめるユニークさのあ 

らわれとして，職業別組合をみても「徒弟制による入 

職制限をもとにして，その職業における労働力の供給 

を規制し，それによって組合員の地位を守ろうとする」

1■古典的職業別組合」と一義的にとらえず， 段階的に 

とらえようとしていることもうかがえる。もちろん， 

著者にも比較の尺度としては，つ ね に 「古典的職業別 

組合」が意識の底にあるわけであるが，ただそれを無 

条件にロ本の職業別組合に重ねあわせるようなことは 

せず，むしろそれとの相遠を明らかにする形で，日本 

における独自の展開過程を究明する努力を示している 

のである。

3

このような方法のもとに，豊富な資料を駆使して， 

形成期の機械工組合の組織と活動を， 中 央 （木部）レ 

ヴ壬ルにとどまらず，もっとも困難な支部レヴェル* 

工場レヴ工ルにまでわたって精緻に究明するわけであ 

る。

そこにおV、てゆ，個々の祺突関係や資料の面で新た 

に発掘され成來をおさめている点が少なくないだけで 

なく，運動史を一つの歴史的な，また法則的な流れとし

て大枠で理解しようとするさぃにも，すぐれた視点が 

提供されてぃるとぃってさしつかえなぃ。とりあえず， 

著者自らが要約してぃる本書で明らかにされた日本機 

械エ組合の生成.発屁の主耍な特質を紹介してみると 

次のごとくである。

( 1 ) 初期労働組合の組織イ匕は，欧米とちがって「労 

働組合結成のための中央組織が先にできて，それ 

が各工場の労働者にはたらきかけて,かれらを支 

部に組織するとぃう過程をたどる。J 

⑵ 「鉄工組合および友愛会は古典的職業別組合の 

組 織 •機能をとることなく，教育•共済をおもな 

活動とし，事業所別支部をおもな組織形態にして， 

富国強兵策にもとづく工業の発展に主体的，積極 

的に対応することによって，その組織の安定と成 

長をはかろうとした。これらの組合は，労働力商 

品販売者的な意識を媒介しなぃ，階級関係を捨象 

した生産者意識を育成しようとした。J 

( 3 ) 組合運動は，⑵の教育•共済をおもな活動とす 

る工業化順佑型と職場闘争組織をつくり，ストラ 

イキを武器とする型の「両極をゆれうごきながら， 

産業の進展，労働運動をめぐる諸情勢の進展にと 

もなって成長し，労働諸条件の維持•改善を組合 

運動の主要な活動とするようになる。」

⑷組合運動の成長につれて，一方で使用者は穏健 

な工場委員会制度や縦断組合の結成を援助し，他 

方で組合活動家は地方的産業別組合や自主的な企 

業別組合の結成をはかる。同 時に「思想上•組織 

上の対立にもとづく労働組合の分立がみられるよ 

うになる。」

(5) 「古典的職業別組合の伝統がなぃので， 労働力

商品販売者的意識 . 実践が十分に確立されなぃ。 

組合は，初期に労働力商品販売者としての意識を 

媒介しない，階級関係を捨象した生産者意識を育 

成したが，このような生産者意識は，労働渚の権 

利意識がつよまってくるとただちに反資本主義的 

な生産者意識へと転化する。J

この要約でもすでに推測されるように，全体的な問 

題としては，著者の前提をうらづけるように，わが国 

の労働組合の歴史におぃては「古典的職業別組合」は 

組合史め恶点として位置づけえなぃことが明らかにな 

る。したがって，古典的職業別組合なぃしはその特色 

である「労働力商品販売者意識j を尺度として,以後 

の組合史を理解しようとすることもできないし，それ

—— ■120(554) ■~ ~ ~
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につれて本書の扱う成立期の最後に地方的産業別組合 

の発展がみられるとしても，その工場単位の支部の実 

態や企業別組合の生成を考えると， 「職業別から産業 

別へ」という発展傾向もわが国に関しては安易にはあ 

てはめえないことも確認される。

もっとも，本書は地方的産業別組合や企業別組合が 

ようやく生成にむかう1 9 2 1年までが時期的な対象で 

あるため，その後の展開についてはなお今後の課題と 

してのこされたままであるということもいえなくはな 

い。ことに市場要因のような組合運動に対する雄底的 

な側面は明治末から大正初めにかけての時期が重要な 

意味をもぅているとしても，機械工組合自体が大きく 

開花するのは1 9 2 1年以降である。それに，たとえわ 

が国ではこれまでの古典的な図式がそのままあてはま 

らぬとしても，それではその因'式がわが国の組合に対 

してはどのような意味をもつのかということも大正後 

半以降の分析なしには適切にはいいえない。それらの 

ことを考k ると，先ほどの発展図式の評価に対する留 

保の必要も感じられるわけである。しかし，.いずれに 

してもその後の運動において「職業別から库業別へ」 

という図式が目標やスローガンとしては強くうちださ 

れたとしても，実質はそれとかなりかけはなれたもの 

であったことは，友愛会を中心にした本書の展開から 

も十分推測されうることである。

4

以上のような全体的な指摘に加えて，各章各時代に 

おける理解にも注目すべき点が少なくない。

第 一章（明治期) では，同盟進エ組に関して，その特 

徴 づ け （第一型親方層によることや尚立工場の評価など)や 

鉄工組合との相違などが興味深い。鉄工組合に関して 

は， その構成員（従来V、われたような「もっぱら手工的. 

万能的熟練をもった職工の，親方職工をS 軸とする結合体j  
であることを否定し，觉産体制をしI 、た砲兵エ級の小统科に 

ぞくするような新型職種の労働志がffi贺なにない手であった 

という指摘) , 共済活動の失敗因（従来の低貨全原因説を杏 

定し，むしろ組合の組合員掌握力の弱さや，同種の制度がほ 

かに存在したことによるとする), それに従来なされなか 

つた 「鉄工組合の運動とそれ以後の機械工組合の運動 

の速続性」の評価などはいずれも注目される指摘であ 

る。さらに，明治期だけでなく大正期にもおよぶこと 

になるが, 移動職工，親方職工，職工活動家などの定義， 

類型化，あるいはそれらの歴史的推移の説明も興味深 

い。

_ _ _ ^

第二章（大正期）では， 労使関係の再編成にまず目 

をむけ，大企業が統一的な支配管理体系を強化してい 

< 過程が種々の角度—— -たとえば，企業による従業員 

の救済制度や教育制度の重視，職長制度(親方職工から 

職長へ，_あるいは職長刺激型から平職工刺激型への能率塯進 

策の移行などをふくむ) . あるいは雇用制度（钐動職工の性 

格や定费職工の拡大過程の解明など）を通して明らかにさ 

れる。個々の問題でも，労働力の売手市場と長時間労 

働の併存- , 労働力不足と未熟練工の時間当り実質貨金: 

の低下の併存なども解明される。

ついで第三章では，そのような巨大の波の中で，友 

愛会が機械工•造船エ中心に成育していく過程が祌戸 

支部や室蘭支部などを通して実証的論理的に解明され 

る。ことに友愛会と明治の鉄工組合との相逾，支部の 

類型化と発展傾向（地域別職業混合型から企業. ! JV粟所単 

位の型へ)，.友愛会の発展因（産業的諸条件の変化に擠極的 

に適応する方針をとったこと).，友愛会の組織構造*職業 

別化 •労働組合イ匕なども看過しえない解明点である。

さらに以下（策4 車）では， 八時間労働制の採用や’ 

企業内福利制度の披充をとりあげることによって，大 

戦後.企業による支配管理体系が強化される過程が究 

明される。そして最後に（策 5 章)， そのような資本攻 

勢に対する組合側の対応が究明される。 ことに 1921 

年の団体交渉権獲得闘爭などが克明に分析されるが， 

資本の支配管理体系の強化にたいする労働者の不満の 

対応や賀川理論のかかわりを分析することによって， 

団交獲得闘争を「労働者による管理j を獲得する第一 

歩と組合活動家が理解した意味が位置づけられる。ほ 

かに，多数の平職工を参加させ，それでいて組合とは 

一応異なる組織であった「職場闘争組織」の解明など 

も興味深い。そして，それらにあわせて，そのころ力v 

ら機械工組合が思想的にも組織. 機能的にも成長し， 

かつ多様化しつつ，確立期にひきつがれる過程が明ら 

かにされるのである。

5

くり返すまでもなく，このような諸点がたんに組合 

運動史的祝点のみからでなく，工業化とそれにともな 

う労使関係の変化とにたえずかかわりをもたせながら 

理解される。それは，わが国の工業化過程では企業に 

よる労働力の管理体制の整備がことのほか重视され， 

その対拓が労働組合•労働運動に大きな意味をもって 

きたと，著者がうけとめていることの当然の結果とい

免るだろう,

121(355)



^ _ _ .

以上のごとく，本書は鋭い分析でつらぬかれている 

;が，その前提として正確な資料と正確な事実関係がと 

ちえられているので，その論旨はきわめて納得的であ 

る。それが本書の特色であり，また本書をいっそう価 

値あるものにしている点でもある。それゆえに，著者 

が従来の研究に対してあえて論争的な姿勢をうちだし 

:たとしても，むしろ著者の主張の方が正鵠をえている 

と判断される場合が多いということになっている。そ 

:れのみか，戦前の日本労働組合運動史に関する研究は，

:本書の成果に耳を傾け，そこに立脚するところからス 

_タートする必要があるとさえいいうるのではないかと

_ _ f t

思われる。

終りにあたって，明治がら大正にかけての，しかも 

単位組合レヴェルにまでわたる困難な対象にとりくん 

だ著者が，本書の成果をさらに拡大すベぐ機械工組 

合に関しては研究の宝庫であり，また労働組合全体が 

本格的な活動を展開する1 9 2 1年以降にも，今後分析 

の目をむけ，その成果を公けにされんことを切に希望 

する次第である。それがまた本書の成果を生がし，本 

書の真価をたしかめることにもなると考えるからであ 

る。（日本評論社> 1 9 7 0年刊，A5，2 4 5頁，1 ,6 0 0円)

小 松 隆 ニ
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経済学会委員（昭和4 6 .4 改選）

慶應義塾経済学会会則

第 1 条本会は慶應義塾経済学会（The Keio Econo
mic S o c ie ty )と称する。

第 2 条本会は経済学の研究及びその奨励，並びに会 

員相互の親睦を図ることを目的とする。

第 3 条本会は前条の目的を達成す名ため次の事業を 

行なう。

1 研究会の開催

' 2 機関誌「三田学会雑誌j 及び'その他研究 

成果の刊行 

3 講演会，資料展覧会の開催 

4 他の学会及び諸団体との連絡 

5 その他本会の目的を達成するため適当と 

認める事業

第 4 条本会は慶應義塾大学経済学部及び商学部所属 

専任者のうち経済学を専攻する者を以て組織 

する。

第 5 条本会に次の役員を置く。

1 会長 1 名

2 顧問 若 干 名 '

3 委員 若干名

4 監事 2 名

第 6 条会長は慶應義塾大学経済学部長とする。顧問 

は会長が依嘱する。萎員及び監事は総会に於 

て会員の互選によって定める。

第 7 条会員は本会を代表し会務を整理する。顕問は 

会長の諮問に応ずる。委員は委員会を組織し 

会務を執行する。監事は会計を監查する。

第 8 条委員及び監事の任期は2 年とする。但し再選 

を妨げない。

第 9 条会長は年一回総会を招集する。但し必要に応 

' じ臨時総会を招集するごともできる。

第10条会員は機関誌 . 「三田学会雑誌j 及び其の他本 

会刊行物の配布を受けることができる。

第11条本会の経费は賛助金，補助金及び其の他の収 

入を以て之に充てる。

第12条本会の会計年度は毎年4 月 1 日より翌年3 月 

31日迄とする。

第I3条本会会則の変吏は総会の決議による- 

第14条本会の事務所は慶應義塾経済学部研究室内に 

■ 置く。

会 長 中鉢正美

委 員 長 遊部久蔵

副委員長 福岡正夫 安川正彬

委 員 平野箱)子 寺 尾 誠

佐々彼楊子 小松隆ニ

飯野靖四 神代光朗

監 事 千種義人 伊東岱吉

浪田 文 雅  

植 草 益  

中沢敏明

経済会報告（昭和4 5 年度 )

昭和 45 年

5 月1 4日 貨幣経済の動学的競争均衡 長 名 寛 m
5 月2 8日 日本编済の資金循環モデル 浜 田文 m.
6 月1 1日 市場構造と利潤率 植 草 益
? 月 2 日 東南アジア経済の現段階一 2 回にわたる

現地調査の報告ー 深 海 博 明、
9 月1 9日 〔小泉基金による研究集会〕 

経済発展と市場構造

.パウロ  • シロス ==ラビ ー ニ 、

( ローマ大学教授)

10月 8 日新古典派的貨幣成長モデルの再検討

宮 尾 尊 弘 . 
10月22日数量的景気循環史の試みーア 一-^ル

「農業恐慌と景気循環j をめぐって

寺 尾 誠 , 
10月2 9日 〔経済学部，経済学会.国際センター 

による研究集会〕

中国金融の近代化 張 公 權
(スタンフオ一 ド大学フーパー研究所員）

11月12日投資財と最適質易  中 沢 敏 明

11月26日人間志向の組織  •青 沼 吉 松 :

12月1 0日 ロ ー ザ • ルクセンブルク「資本蓄積論」

の論理 神 代 光 朗 ，
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